
I

第

594

ロ
言

、/、／、＝

S
リーダーァークアラブ書

難燕雛蝋鴬慧蕊獄織謂篭照雛蕊毎渦溌溌蕊
●△●●Ba●●●■■●●■●■け｡｡●p●■甲■■●●寺■ご■■｡①●■◆●●●●◆｡●｡■今白白■申■毎◆●■●◆be◆●や●●●守ら｡｡｡｡●巳｡●◇や争い｡▲■◆■｡■今心■●■■●●■●｡●●■●■■●■｡■今●●cc｡●

■ ● ● ● ◆ ● ● ◆ ｡ ● ｡ B ● p ･ ■ ● ■ ■ ■ ● ■ b ■ ● ､ ｡ ● ● ■ ■ ● ● ● ■ ■ B ● ● ■ ● ■ ● ■ 巳 ● ● ● ● ● ● ■ ● ■ ● ● ● ● C G ■ ● ■ ■ ■ 旬 ● ■ ｡ ｡ ■ ■ ● ■ や ｡ ｡ ｡ 寺 ｡ ｡ ■ 守 ■ ■ ■ 寺 ｡ ■ ● ■ ◆ 寺 ■ ● ■ ● Q ● ● 甲 ■ ■■◆P甲争い●わ｡●◆■●q

■●●①●●●｡●■守●●■缶昏■●守口｡缶｡●●■●q●■■●q■■七■申●①●●｡■･巳●◆｡｡■◆■守舎吟■｡－口口凸今ら●｡■■巳●●●｡①●●●●■●●●毎■｡■●■●●●①■■①●●■●B■■●●■｡｡｡｡●●心■b●●

リーダァスクラブFAXニュース

(1996$)M8* 6月4日火曜日

株式会社 FPｼﾐｭﾚー ｼｮﾝ
大阪市中央区平野町3－1-10Tel:06-209-7678

編集発行人：税理士三輪厚二Fax:06-209-8145発行所

○

5%まで償肌た資産に資本的支出を行なった場合

Q:当社は、5月決算の法人ですが、帳簿

価額が取得価額の5％に達した減価償却資産

について、平成7年9月に資本的支出をしま

した。この場合の償却限度額の計算は、どの

ようにするのでしょうか。

取得価額･………5,000万円耐用年数…･'0年

期首帳簿価額……250万円償却方法…･定率

資本的支出の額･･500万円償却率……0.206

ヱヘ：償却限度額は次のように計算します。

①本体部分2,500,OOOR×0.206=515,OOOfl

②資本的支出部分5,000.0000×0.206

x9/12=772,500R

③償却限度額①+R=1.287,500H

【解説】

減価償却資産については、帳簿価額がその

取得価額の5％に達した後は償却基礎から除

くことになっていますが、これについて資本

的支出をした場合には、5％の本体部分につ

いても償却計算を復活させ、資本的支出をし

た後の取得価額及び帳簿価額を基礎として、

再び、資本的支出後の取得価額の5％相当額

に達するまで減価償却を行うことができます。

この場合、資本的支出が事業年度の中途で

あるときは、資本的支出部分については、2

分の1の簡便償却の適用を受ける場合を除き、

月数あん分をする必要があります。

なお、いわゆる増設、増築、拡張等は新規

資産の取得に当たりますので、この場合には

個々に償却計算を行うことになります。
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